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国際商標登録出願における新しいタイプの商標の取扱いについて（案） 

  

                          平成２６年９月 

 

１．概要 

 新しいタイプの商標の出願の際には、商標のタイプ、商標登録を受けようと

する商標、商標の詳細な説明をそれぞれ記載し、音商標の場合には物件（音声

ファイル）の添付を義務づけることを想定している1。 

 一方、我が国を領域指定する国際商標登録出願については、国際登録簿に記

載されている事項のうち、商標の詳細な説明については、経済産業省令で定め

ることとしている。しかしながら、商標のタイプの記載や、音商標の物件をど

のように求めるのか、また物件が複数回提出された場合、物件をどのように特

定するかという点を明確にする必要がある。 

 

２．商標のタイプの特定について（商標法第５条関係） 

 国際商標登録出願において、現在、国際登録簿の記載のうち、「Indication 

relating to the nature or kind of marks」に表示される、「three-dimensional 

mark」を立体商標とし、「collective, certification or guarantee mark」と

記載されている場合は、第７条第３項に規定する証明書（第７条第１項の法人

であることを証する書面）の提出により団体商標としてタイプの特定を行って

いる 2。 

（１）「音商標」の場合 

「音商標」について、現行の国際登録簿の記載中「Indication relating to 

the nature or kind of marks」欄に表示される「sound mark」を、原則とし

て、音商標としてタイプの特定を行ってはどうか。 

 なお、商標登録を受けようとする商標欄に楽譜が記載されているが、「sound 

mark」の記載がない場合には、図形商標として取扱ってはどうか。 

 

（２）「色彩のみからなる商標」の場合 

 「色彩のみからなる商標」については、「音商標」の場合と異なり、国際登録

簿の記載中に「Indication relating to the nature or kind of marks」の欄

がない。 

 このため、国際登録簿の記載中「Mark consisting exclusively of one or 

several colors」の記載を、原則として、色彩のみからなる商標としてのタイ

                                                   
1 改正商標法第５条第２項 
2 例：立体商標 国際登録第 1143216 号  団体商標 国際登録第 513227 号 
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プとして特定を行ってはどうか。 

 なお、商標登録を受けようとする商標欄に、単色や組合せた色彩又は色彩が

商品における位置の特定ができるような記載はされているが、「Mark consisting 

exclusively of one or several colors」の記載がない場合には、図形商標と

して取扱ってはどうか。 

 

（３）「動き商標」、「ホログラム商標」及び「位置商標」の場合 

 「動き商標」、「ホログラム商標」及び「位置商標」については、「音商標」の

場合と異なり、国際登録簿の記載中に「Indication relating to the nature 

or kind of marks」の欄がない。 

このため、原則として、「Description of the mark」の記載中に、「moving」

等の記載があれば「動き商標」として取扱い、「hologram」等の記載があれば

「ホログラム商標」、「positioning of the mark」等の記載があれば「位置商

標」として取扱い、当該記載によりタイプの特定を行ってはどうか。 

なお、「moving」、「hologram」、「positioning of the mark」等の記載がない

場合には、図形商標として取扱ってはどうか。 

 

３．商標の詳細な説明とみなす項目について（商標法第５条関係） 

 国際登録商標出願に係る「商標の詳細な説明」については、次のとおり標章

の記述の項目を総合的に判断してはどうか。 

(1)「色彩のみからなる商標」の「商標の詳細な説明」 

・「Information concerning colors claimed」及び「Description of the mark」

の内容。 

(2)「動き商標」、「ホログラム商標」、「音商標」及び「位置商標」の商標の詳細 

な説明 

・「Description of the mark」の内容。 

 なお、上記「Information concerning colors claimed」又は「Description of 

the mark」の記載内容が不十分で商標の特定ができない場合には、商標法第５

条第５項に基づく暫定拒絶を通報することになるのではないか。 

 

４．物件について 

国際商標登録出願においては、国際登録簿に音声ファイルを添付する手続が

存在しないことから、出願当初は音商標を特定することができないため、商標

法第５条第５項に基づく暫定拒絶を通報することになる。 

この時、暫定拒絶通報に基づき、出願人が音声ファイルを複数回提出するこ

とも想定されるが、いずれが商標を特定するための音声ファイルであるかを判
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断するため、○月○日付提出に係る物件を音声ファイルとしての提出物件とす

る等の意見書等を求めることにしてはどうか。 

 

 

参考１ 改正法 

（領域指定による商標登録出願） 

第六十八条の九 （略） 

２ 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の※上

欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載され

た同表の※下欄に掲げる事項とみなす。 

※事務局注：横書きの関係から上欄を左欄、下欄を右欄とする。 

（略） （略） 

国際登録簿に記載されている事

項のうち国際登録の対象である

商標の記載の意義を解釈するた

めに必要な事項として経済産業

省令で定めるもの 

商標の詳細な説明 

 

 

 

 

 （手続の補正の特例） 

 第六十八条の二十八 （略） 

２ 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商

標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、

適用しない。 
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参考２ 国際登録に関する情報（ＷＩＰＯのウェブサイトより） 

（１）音商標の例 

「Indication relating to the nature or kind of 
mark」欄に「Sound mark」の表示 

「Description of the mark」欄に標章の説明 

商標登録を受けよう

とする商標 
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（２）色彩のみからなる商標の例 

 

商標登録を受けようとす

る商標 

 
「Information concerning colors 
claimed」欄及び「Description of the 
mark」欄に標章の説明 

「Mark consisting exclusively of one or several 
colors」の記載 
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（３）動き商標の例 

商標登録を受けようと

する商標 

「Description of the mark」欄に

「moving」の記載及び標章の説明 


